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公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 

地域文化施設英会話講座運営事業委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団は区民の文化の高揚と地域コミュニティの交流・振

興に寄与するため、1982 年に設立された。現在は江東区の指定管理者として、江東区文化センタ

ーをはじめ、１３施設の管理・運営を行っている。 

地域文化施設（江東区文化センター、地域文化センター6 館・総合区民センター)では、特に生

涯学習の場の提供として講座事業に注力しており、英会話講座は設立当初より講座の柱として継

続的に開催している。国際理解、国際交流の観点から、外国人とのコミュニケーション能力の向

上を目指し、初心者、初級（基礎）、中級、上級、それぞれのレベルに合った「レベルアップコー

ス」と、テーマに基づいた「単科コース」を設定し、区民のニーズに応えるクラス編成を取ってい

る。 

より質の高い講座事業を推進するために、公募型プロポーザルにより業者を選定し、英会話講

座運営を委託することとする。 

 

２ 業務の概要 

（１） 業務内容 別紙「仕様書」のとおり 

（２） 履行期間 ２０２６年 5 月１日から２０２７年３月３１日まで 

（３） 事業規模  開講予定講座：主催講座１２講座、提携講座１９講座 

主催講座予定委託費（上限額） ６,１３２,０００円（消費税込） 

        提携講座受講料総額（上限額）１３,９８４,０００円（手数料その他含む） 

              ※主催講座とは、当財団の予算で実施するもので、各月終了後、実績に

契約単価及び地方消費税を乗じた金額を委託者の請求に基づき支払うも

の。 

※提携講座とは、半期終了後、受講生から徴収した受講料から手数料、施

設利用料金等必要経費を差し引いた金額を精算し、委託者へ支払うもの。 

【参考】2023 年度提携講座支払い実績 １０，２６６，８９０円（19 講座） 

2023 年度提携講座支払い実績  ９，１９６，７５２円（18 講座) 

 

３ 参加資格 

企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２ 年政令第１６ 号）第１６７ 条の４ の規定に該当しないこ

と 

（２） 民事再生法（平成１１ 年法律第２２５ 号）に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生

法（平成１４ 年法律第１５４ 号）に基づく更生手続開始の申立てがなされていないこと 

（３） 法人税・住民税及び事業税並びに消費税及び地方消費税の滞納をしている者でないこと 
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（４） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３ 年法律第７７ 号）第

２ 条第２ 号に規定する暴力団をいう）又はその構成員の統制下にある法人ではないこと 

（５） 東京都内に本社または営業所等があること 

 

４ スケジュール（予定） 

（１） 実施要領の公表期間 

２０２５年４月１０日（木）～２０２５年４月２５日（金） 

（２） 質問受付期間 

２０２５年４月１０日（木）～２０２５年４月１７日（木）午後５時まで 

（３） 質問回答日 

２０２５年４月２２日（火） 

（４） 参加表明書の提出期限 

２０２５年４月２５日（金）午後５時 

（５） 企画提案書等提出期限 

２０２５年４月３０日（水）午後５時 

（６） 第一次審査（書面） 

２０２５年５月中旬 

（７） 第二次審査（プレゼンテーション） 

２０２５年５月下旬 

（８） 選定結果通知 

  ２０２５年６月下旬 

 

５ 参加手続 

（１） 実施要領の公表 

① 公募期間：２０２５年４月１０日（木）～２０２５年４月２５日（金） 

② 公募方法：江東区文化コミュニティ財団情報紙カルチャーナビこうとう並びにホーム

ページにて公表 

（２） 質疑・回答 

① 質問受付期間：公募開始～２０２５年４月１７日（木）午後５時 00 分まで 

② 質問方法：質問書【様式２】を電子メールにより下記担当部署まで提出 

③ 回答日時：２０２５年４月２２日（火） 

④ 回答方法：質問への回答は江東区文化コミュニティ財団 HP 

（https://www.kcf.or.jp/koto/） に掲示し、個別の回答は行わない 
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（３） 応募書類の提出 

① 提出期限：参加表明書【様式１】・・・２０２５年４月２５日（金）午後５時 00 分 

企画提案書等・・・２０２５年４月３０日（水）午後５時 00 分 

※提出期限後に到着した書類は無効とする 

② 提出方法：持参（平日の午前９時 00 分～午後５時 00 分）または郵送 

※持込み先は、「10」の担当部署まで 

 

６ 応募書類 

（１） 参加表明書【様式１】・・・１部 

（２） 企画提案書（任意様式）・・・正本１部、副本１１部 

・「（別紙）提案事項」の内容を必ず含んだものを作成すること 

・正本には【様式４】、副本には【様式５】の表紙をつけること 

・Ａ４縦版・横書き・両面印刷 １６ページまで（ただし表紙は含まない） 

・文字のサイズ、フォント及び印刷方法（白黒・カラー）は指定しない 

・図や表の挿入は可 

※真に必要な場合を除き、個人の情報やこれらを類推できるような事項を記載しないこと 

※表紙を除き社名、担当者名等、提案者名が特定できる表現を記載しないこと 

（３） 価格提案書（見積書）・・・１部 

・任意様式とする 

・あて先は「江東区文化コミュニティ財団事務局長」宛で作成すること 

・金額は税抜で１時間当たりの金額及び年間の合計額を表示すること 

（４） 定款またはこれに代わるもの・・・１部 

（５） 直近３年分の財務諸表（賃借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記等） 

・・・１部  

（例：3 月決算の場合 ２０２４年、２０２３年、２０２２年 3 月） 

（６） （法人税確定申告書提出前の）直近期の試算表・・・１部 

 （例：3 月決算の場合 ２０２１年 4 月～２０２２年２月） 

（７） 法人税・法人事業税・消費税・地方消費税の滞納がないことの証明・・・１部 

※発行日から３ヶ月以内のもの 

（８） 同種業務の実績確認のため、同種業務の契約書の表紙及び完了届 

※提出期限については、「４ スケジュール」のとおり 

 

７ 選定・評価方法 

（１） 選定基準 

別紙「選定基準」のとおり 

（２） 評価基準 

別紙「評価基準」のとおり 
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（３） 評価方法 

企画提案書・価格提案書・ヒアリング及びプレゼンテーション・レッスン見学について、評 

価基準に基づいて、評価する 

① 第一次審査 

応募書類の書類審査を行い、第二次審査の対象となる３～５事業者を選定する 

審査結果は応募した全ての事業者に電子メールで連絡する 

② 第二次審査 

第一次審査を通過した事業者によるプレゼンテーションを実施し、プレゼンテーション

及び応募書類により審査を行う 

実施日・方法等は別途通知する 

（４） 候補者の選定方法 

① 失格者を除いた者の内、（３）の総合点（第一次審査・第二次審査の合計）が最も高い

者を、契約の相手方の候補者として選定する 

② 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補

者として選定する 

金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額の範囲内で、価格提案書を

再作成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者と

して選定する 

③ ①、②に関わらず、総合点が著しく低い場合は、候補者として選定しない 

（５） 選定結果の通知 

候補者選定後、第二次審査参加者全員に選定又は非選定の結果を郵送で通知する 

（６） その他 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする 

① 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

② 本募集要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

③ 価格提案書の金額が委託上限額を超える場合 

④ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

⑤ 応募資格を満たさなくなった場合 

⑥ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

８ 契約手続 

（１） 契約交渉の相手方に選定された者は江東区文化コミュニティ財団と委託内容、経費等につ

いて再度確認を行ったうえで委託契約を締結する 

（２） 選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した

辞退届を提出すること。なお、この場合、次順位者を候補者とする 

 

 

９ その他 
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（１） 参加表明書の提出後に辞退する場合は、辞退届【様式３】により届け出るものとする 

（２） 企画提案書及び価格提案書については、１社につき１提案に限る 

（３） 企画提案書及び価格提案書を提出した後の差替、訂正、再提出をすることはできない。た

だし、江東区文化コミュニティ財団から指示があった場合を除く 

（４） 参加表明書を提出した後、江東区文化コミュニティ財団が必要と認める場合は、追加書類

の提出を求めることがある 

（５） 提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション、レッスン見学等に要する経

費は、提案者の負担とし、提出された書類は返却しない 

（６） 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法

（平成４年法律第５１号）に定める単位とする 

（７） 本業務の実施及び予算額については、令和８年度江東区一般会計予算の可決及び公益財団

法人江東区文化コミュニティ財団理事会 令和８年度予算の決議及び評議員会の承認を受

けた場合において有効とする 

 

１０ 担当部署 

公益財団法人江東区文化コミュニティ財団 江東区文化センター管理事務所 

所在地：〒１３５－００１６ 江東区東陽４-１１-３  

ＴＥＬ：０３－３６４４－８１１１  

ＦＡＸ：０３－３６４６－８３６９ 

E-mail：koto_eikaiwa2025@kcf.or.jp（起案後に付与） 


